
公営企業会計システム導入業務 プロポーザル実施要領 

 

１．目的 

  本実施要領は、安房郡市広域市町村圏事務組合に地方公営企業法を適用するにあたって、導

入する公営企業会計システムについて、地方公営企業会計制度に精通した専門スタッフによる

適切な支援ができる事業者に委託を行うため、公募型プローザル方式によって委託事業者を特

定することを目的とし、以下の要領で実施します。 

 

２．業務の概要 

 （１）業 務 名  安房郡市広域市町村圏事務組合公営企業会計システム導入業務 

 （２）納入場所  安房郡市広域市町村圏事務組合 

 （３）業務内容 

    公営企業会計システムの構築及び構築のために必要な導入支援作業 

 （４）各業務の詳細仕様 

   ①「公営企業会計システム導入業務 提案仕様書」に基づく。 

   ②平成２６年度から適用されている新地方公営企業会計制度を前提とした業務支援及びシ

ステム提供を必須とします。 

 （５）委託期間  契約の効力が生じた日から令和８年３月３１日まで 

    なお、上記委託期間は、令和７年度末までに発生する保守対応等を含めた期間とし、シ

ステム導入に関する履行期限は令和８年３月１４日までとする。 

 （６）業務委託料の提案上限金額  ４６，８１６千円 

 

３．応募資格 

  本プロポーザルに応募できる者（以下「応募者」という。）は、次の要件を全て満たす者と

する。  

 （１）令和７年度において、安房郡市広域市町村圏事務組合（以下「組合」という。）の構成

団体（館山市、鴨川市、南房総市、鋸南町）のうち１団体以上に入札参加資格を有して

いる者 

 （２）地方自治法施行令（昭和２２年政令第１６号）第１６７条の４の規定のほか、次のいず

れにも該当しない者 

    ア 手形交換所による取引停止処分を受けた日から２年間を経過しない者又は受託候補

者を決定する前６か月以内に手形、小切手を不渡りした者 

    イ 会社更生法（平成１４年法律第１５４号）の適用を申請した者で、同法に基づく裁

判所からの更生手続開始決定がされていない者 

    ウ 民事再生法（平成１１年法律第２２５号）の適用を申請した者で、同法に基づく裁

判所からの再生手続開始決定がされていない者 

 （３）公募開始の日から審査完了の日までの間に、公共団体等から指名停止の措置を受けてい

ない者 

 （４）暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律（平成３年法律第７７号）第３２条第

１項各号及び安房郡市広域市町村圏事務組合契約に係る暴力団対策措置要綱別表に掲げ

る措置要件に該当しない者 

 （５）令和６年度末時点で、地方公共団体が経営する水道事業体での公営企業会計システムと



して５年間の稼働実績を有する者 

 

４．プロポーザルの実施スケジュール 

 （１）募集開始 

    令和７年５月１日（木） 

 （２）質問期間 

    令和７年５月１日（木）～ 令和７年５月１９日（月） 

 （３）企画提案書の提出 

    令和７年５月１日（木）～ 令和７年５月２６日（月）  

 （４）プレゼンテーション実施通知 

    令和７年５月２８日（水）まで 

 （５）プレゼンテーション 

    令和７年６月３日（火） 

 （６）選定結果の通知 

    令和７年６月４日（水）まで 

 （７）仕様書等の協議及び契約の締結 

    令和７年６月初旬 

 

５．関係書類、資料等の配布 

  組合のＷｅｂサイト（http://www.awakouiki.jp）からダウンロードすることを原則とする。 

  Ｗｅｂサイトからのダウンロードができない者は、問い合わせのうえ郵送等、他の方法を申

し出ること。 

 

６．質問の受付 

  本プロポーザルに関する質問は、次により受け付ける。ただし、応募の状況及び選定審査会

の委員に関する質問は、受け付けない。 

 （１）質問の方法 

    質問書（様式１）に質問内容を記載のうえ、電子メール又はファクシミリで組合事務局

（水道事業統合推進室）へ提出すること。なお、いずれの方法による場合も、送信後、

電話で到達の確認をすること。 

     電子メールアドレス： suido@awakouiki.jp 

     ファクシミリ番号：  ０４７０－２３－９１５５ 

     電話番号：      ０４７０－２２－５６３３ 

 （２）受付期間 

    令和７年５月１日（木）～ 令和７年５月１９日（月）午後５時 

 （３）質問に対する回答 

    ①応募資格に関する事項 

     受付の都度、質問者に対してのみ速やかに回答する。 

    ②プロポーザル実施要領、提案仕様書、契約等に関する事項 

令和７年５月２１日（水）までに、応募した全ての者に対して回答する。 

  



７．応募書類の提出について 

  本プロポーザルに応募しようとする場合は、下記の書類を提出すること。 

 （１）提出書類 

   ①応募表明書（様式２）・・・・・・・・・・・正本１部 

   ②会社概要（様式３）・・・・・・・・・・・・正本１部、副本１２部 

   ③業務実績調書（様式４）・・・・・・・・・・正本１部、副本１２部 

   ④応募資格に関する申立書（様式５）・・・・・正本１部、副本１２部 

   ⑤企画提案説明書（任意様式）・・・・・・・・正本１部、副本１２部 

   ⑥工程表（任意様式）・・・・・・・・・・・・正本１部、副本１２部 

   ⑦見積書（任意様式）・・・・・・・・・・・・正本１部、副本１２部 

   ⑧見積内訳書（任意様式）・・・・・・・・・・正本１部、副本１２部 

   ⑨情報公開の取扱いに関する書類（様式６）・・正本１部、副本 1部 

   ⑩システム機能要件回答書（様式７）・・・・・電子データによる提出 

    ※企画提案説明書は、提案仕様書及び審査基準⑵に留意のうえ作成するとともに提案内

容を理解するために参考となる資料等がある場合は添付すること。 

   ※見積書に記載する金額は、本業務にかかる全ての費用（消費税及び地方消費税の額を除

く。）を含めること。また、本業務にかかるシステム導入後の令和８年度以降、５年間

の保守及びサービス料についても見積書を別途提出すること。 

   ※内訳書は、見積書に記載した金額との整合性をとるとともに見積根拠が分かるように記

載すること。  

   ※情報公開の取扱いに関する書類は、安房郡市広域市町村圏事務組合情報公開条例（平成

２９年条例第２号）に基づく開示請求があった場合に、事業を営むうえで競争上の地位

その他正当な利益を害すると認められる情報として開示しないことを求める部分を理由

を付して記載すること。 

   ※提出書類は、原則Ａ４版の縦置き横書き（両面印刷可）とし、頁番号を付すこと。ただ

し、図表等は必要に応じて、Ａ３版折り込みも可とする。また、製本は不要とする。 

 （２）提出先 

    安房郡市広域市町村圏事務組合 事務局（水道事業統合推進室） 

    千葉県館山市館山１５６４－１ 渚の駅たてやま内（〒２９４－００３６） 

 （３）提出方法 

    持参又は郵送（一般書留、簡易書留又は特定記録郵便）にて提出すること。ただし、持

参の場合は、土曜日、日曜日及び国民の祝日に関する法律（昭和２３年法律第１７８号。

以下同じ。）に規定する休日を除く午前９時から午後５時までとする。 

 （４）提出期限 

    令和７年５月２６日（月）午後５時（郵送の場合は必着） 

 （５）プレゼンテーション実施通知 

    企画提案書を提出した者に対しては、令和７年５月２８日(水)までにプレゼンテーショ

ン実施通知を送付する。 

    応募資格を有すると認められなかった者に対しては、書面でその旨を通知するものとし、

応募者は書面により欠格事由に関する問い合わせをすることができるものとする。 

 （６）企画提案書に記載すべき事項 

    提出する企画提案書には、以下の事項を漏れなく提案してください。提出後、記載内容



に漏れがある場合、当組合が確認したい事項と提案書の内容に著しい差異がある場合は、

当組合から提出資料の追加をお願いすることがあります。 

    また、「１０．審査基準」に記載している評価項目にあわせて、内容を追加していただ

くことは差し支えありません。 

提案依頼項目 想定する提案内容 

提案システムの

特長 

・システムの開発コンセプト 

・提案システムを利用することによる当組合にとってのメリット 

提案システムの

機能 

・業務ごとに具体的なシステム機能 

・貴社システムが、各業務をシステムで行うために施している工夫 

ハードウェア 
・納入するハードウェアの構成及びスペック 

・ハードウェアに関する可用性・安全性等に係る提案 

運用保守 

・システム稼働後のサポート体制 

・保守料の範囲で実施いただける支援内容 

・保守に関するオプションサービス等 

導入支援業務 

・システム稼働までに貴社が行う作業内容 

・システム稼働までに当組合職員が行うべき内容 

・導入支援業務の遂行にあたっての貴社の創意・工夫 

研修体制 ・システム稼働にあたって行う当組合職員向けに実施する研修内容 

その他当組合に

とって有益な提

案 

（上記以外に当組合にとって有益な提案があればご提案ください。） 

 

８．プレゼンテーション 

  次により企画提案内容に関するプレゼンテーションを実施する。 

 （１）実施日時等 

   ①日  時 令和７年６月３日（火）１０時～（予定） 

   ②場  所 千葉県南房総市瀬戸２２９６番地６ 朝夷行政センター２階会議室 

   ③実施通知 日時及び会場レイアウト等の詳細については、各応募者へ令和７年５月２８

日（水）までに電子メール等で通知する。 

 （２）実施方法 

   ①１応募者当たりの所要時間は、概ね４５分（プレゼンテーション３０分以内、質疑応答

１５分程度）とするが、応募者数等を加味して後日通知する。 

   ②参加できる人数は、１応募者につき３名までとする。 

   ③プレゼンテーション実施後、選定審査会の委員から企画提案書の内容等について質疑を

する場合がある。 

   ④プレゼンテーション（質疑応答を含む。）における応募者の発言内容は、本業務の契約

後においても効力を及ぼすものとする。 

   ⑤パソコン、プロジェクター等の機材の使用を認める。ただし、必要な機器等は、プロジ

ェクター及びスクリーンを除き（組合が用意する。）、応募者において用意すること。  



９．受託候補者の選定 

  公営企業会計システム導入業務受託候補者選定審査会（以下「選定審査会」という。）が提

出された企画提案書（プレゼンテーションを含む。）を審査基準に基づいて審査し、受託候補

者を選定する。 

 

１０．審査基準 

  評価項目の配点（合計１００点）は、以下に示すとおりとし、選定審査会の委員による採点

合計を平均した点数を応募者の得点とする。 

  得点が最も高い応募者を受託候補者に決定する。 

  得点が同点となった場合は、業務委託料の額が安い応募者、審査基準２の（２）の企画提案

書に基づくプレゼンテーション審査に係る得点が高い応募者の順で評価上位者とし、なお優劣

がつかないときは、委員の合議により評価上位者を決定する。 

  得点が５０点以下の応募者は、失格とする。 

 （１）導入実績に関する評価（配点１０点） 

   作成した伝票ごとに、あらかじめ設定した按分率や数値の直接入力により４つ以上の水道

事業会計に区分経理（セグメント）することに対応したシステムの導入実績があるかを評価

する。 

 （２）企画提案書に基づくプレゼンテーション審査（配点６０点） 

以下の評価項目について、企画提案書及びプレゼンテーション内容に基づき、採点基準に

照らして評価をする。 

   ①システムに関する評価（操作性・効率性） 

   ②セキュリティに関する評価 

   ③システム構築体制及びスケジュール 

   ④保守・サポート体制 

   ⑤企画提案・プレゼンテーションの評価 

   ⑥その他、全般的な事項 

 （３）システム機能要件回答書に基づく評価（配点２０点） 

    「システム機能要件回答書（様式７）」に提案者が対応可能なシステム項目を提出し、

採点基準に基づき評価する。 

 （４）応募者が提示した業務委託料の妥当性（優位性）に関する評価（配点１０点） 

 

１１．受託候補者の選定結果の通知 

  受託候補者の選定結果は、受託候補者の選定後、全ての応募者に文書で通知する。 

 

１２．提案の無効に関する事項 

  応募者が次のいずれかに該当する場合は、その者の提案は無効とする。 

 （１）応募資格の無い者であったとき。 

 （２）所定の期限までに応募書類を提出しなかったとき、又は所定の提出先に応募書類を提出

しなかったとき。 

 （３）２以上の提案をし、又は自己のほか他の者の代理人を兼ねて提案し、若しくは２以上の

代理人をしたとき。 

 （４）提案に関連して談合等の不正行為をしたとき。 



 （５）見積書の金額を誤脱し、又は見積書の金額に判読し難い数字を記載し、若しくは見積書

の金額に提案上限金額を超えた数字を記載し、若しくは金額を訂正した見積書を提出し

たとき。 

 （６）応募書類に虚偽の内容を記載したとき。 

 （７）（２）から（６）までに準ずる行為（選定審査会が認定した行為に限る。）を行ったと

き。 

 

１３．契約について 

  選定審査会が選定した受託候補者と仕様書（業務委託料の変更を含む。）について協議のう

え、委託契約を締結する。 

  なお、協議が成立しなかった場合、次順位者と協議を行う。 

 

１４．その他 

 （１）使用する言語及び通貨は、日本語及び日本国通貨とする。 

 （２）企画提案書等の作成に要する費用は、応募者の負担とし、提出された書類は返却しない。 

 （３）提出された書類の差し替え及び再提出は、特別な事情がない限り認めない。 

 （４）提出された書類は、必要に応じて複写することがある。 

 （５）受託者は、契約の際、契約保証金（契約金額の１００分の１０以上）を組合に納付しな

ければならない。ただし、組合財務規則第１３８条第３項の規定に該当する場合は、納

付を免除する場合がある。 

 （６）受託者は、本業務を他者に再委託することができない。ただし、業務の一部を再委託す

ることについて、事前に組合の承諾を得た場合は、この限りでない。 

 （７）受託者は、本業務を遂行するうえで知り得た情報を組合の承認を得ることなく第三者に

漏らしてはならない。 

 （８）応募者が１者のみであっても、その者が応募資格を有する場合は、本プロポーザルを実

施する。 

 

１５．問合せ先 

  本件に関する問合せ先は、次のとおりとする。 

  安房郡市広域市町村圏事務組合 事務局（水道事業統合推進室） 

   （所 在 地） 千葉県館山市館山１５６４－１ 渚の駅たてやま内 

   （電 話） ０４７０－２２－５６３３ 

   （電 子 メ ー ル） suido@awakouiki.jp 


